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移転価格税制に基づく更正処分に係る日韓相互協議の合意について 

 

 

 当社は、当社とＳＭＣ韓国(連結子会社)との取引に係る移転価格税制の適用について、

国税庁より日韓両国税務当局の相互協議の合意が成立した旨の平成２８年６月２３日付通

知を受領いたしましたので、お知らせいたします。 

 

 当社は、平成１７年３月期から平成２０年３月期までの４期間におけるＳＭＣ韓国との

取引に関して、平成２３年５月３１日付で東京国税局から移転価格税制に基づく法人税の

更正処分を受け、約６６億円の追徴税額を納付いたしました。 

 また、ＳＭＣ韓国は、平成２１年３月期から平成２３年３月期までの３期間における当

社との取引に関して、平成２４年１月９日付で韓国税務当局から移転価格税制に基づく法

人税の更正処分を受け、約１６億円の追徴税額を納付いたしました。 

 当社及びＳＭＣ韓国は、二重課税回避のため日韓租税条約に基づく相互協議の申し立て

行い、両国税務当局間で協議が行われておりました。 

 

 この相互協議の合意により、法人税等の還付等による平成２９年３月期連結業績への影

響につきましては、現在精査中でありますが、親会社株主に帰属する当期純利益が８０億

円増加する見込みであります。 

 

 なお本件は、平成２８年５月１３日付で公表いたしました、平成２９年３月期第２四半

期及び通期の連結業績予想には織り込んでおりません。 

 これらの業績予想につきましては、今後の業績の動向等を踏まえ、修正の必要が生じた

場合には直ちに開示いたします。 
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